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流山市子ども子育て会議資料

＊おおたかの森及び南流山には「送迎保育ステーション」を設置。児童人口の急増に対応するため市域全域を対象として専用バ
スによる送迎を行っている。

認定子ども園：認定子ども園（幼保連携型を始め全てのタイプ）は専用バスによる送迎が可能。入所児童は周辺地域だけではな
く市域全域・近隣市からも受入れる。

　　　　　受入可能児童数　幼稚園機能　＝　定員数を限度とする
　　　　　　　　　　　　　　　　保育所機能　＝　定員数の概ね１２０％　　＊　施設の面積・保育士数が基準（認可・確認の条例）を満たした場合

教育・保育施設の特性

幼稚園：私立幼稚園は専用バスによる送迎あり。入所児童は周辺地域だけではなく市域全域・近隣市からも受入れる。

保育所：保育所は公私立を問わず保護者が送迎を行う。入所児童は主に周辺地域。ただし、車等による送迎が可能であれば原
則市域全域の保育所で受入れる。
　　　　　受入可能児童数　＝　定員数の概ね１２０％　　　＊　施設の面積・保育士数が基準（認可・確認の条例）を満たした場合

　　　　　受入可能児童数　＝　定員数を限度とする

《施設の特性》
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